
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
管　

財　

課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
私
学
文
書
課
）　

　

二

 
規

則

　

公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
一
号

　
　
　

公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

公
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
中
「
及
び
船
舶
等
」
を
「
、
建
物
以
外
の
工
作
物
又
は
船
舶
等
の
動
産
」
に
改
め
、「（
建

物
」
の
下
に
「
又
は
建
物
以
外
の
工
作
物
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
建
物
」
の
下
に
「
又
は
建
物
以
外
の
工
作
物
」
を
加
え
る
。

　

第
四
十
二
条
中
｢伴
う
場
合
」
の
下
に
「
そ
の
他
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
」
を
加
え
る
。

　

第
四
十
七
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

法
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
財
産
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
を
除
く
。）
の
処

分
に
関
す
る
事
務　

当
該
財
産
を
取
得
し
た
部
局

　
　
　
　
　
　
　

「　

申
請
人
住

所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

　

様
式
第
七
号
中 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
帯
保
証
人
住

所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

　

」

「　

住
所

　
　

申
請
人

　

（ふ
り
が
な

）

　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

 

に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中　
　
　
　
　
　

　
　

住
所

　
　

連
帯
保
証
人

　

（ふ
り
が
な

）

　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

　

」

「�
申
請
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
申
請
人
の
登
記
事
項
証
明
書
，
定
款
又
は
寄
附

を　
　
　
　
　

行
為
の
写
し
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書

」

「�
申
請
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
申
請
人
の
登
記
事
項
証
明
書
，
定
款
又
は
寄
附

　
　

行
為
の
写
し
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書

 

に
改
め
る
。　

　

�
暴
力
団
等
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書

 

」　

　
　
　
　
　

　

様
式
第
八
号
中
「　

申
請
人
住

所

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

」

「

住
所

　
　

申
請
人

　

（ふ
り
が
な

）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中

　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

」

「�
申
請
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
申
請
人
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
定
款
若
し
く

を　
　
　
　
　

は
寄
附
行
為
の
写
し

」

「�
申
請
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
申
請
人
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
定
款
若
し
く

　
　

は
寄
附
行
為
の
写
し

　
 

に
改
め
る
。　

　

�
暴
力
団
等
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書

　

�
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
す
る
書
類

 

」　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

「　

申
請
人
住

所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�
　

様
式
第
十
一
号
中 

を　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
帯
保
証
人
住

所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

　

」

「　

住
所

　
　

申
請
人

　

（ふ
り
が
な

）

　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

 

に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中　
　
　
　
　
　

　
　

住
所
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連
帯
保
証
人

　

（ふ
り
が
な

）

　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

　

」

「�
申
請
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
申
請
人
の
登
記
事
項
証
明
書
，
定
款
又
は
寄
附

を　
　
　
　
　

行
為
の
写
し
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書

」

「�
申
請
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
申
請
人
の
登
記
事
項
証
明
書
，
定
款
又
は
寄
附

　
　

行
為
の
写
し
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書

 

に
改
め
る
。　

　

�
暴
力
団
等
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書

 

」　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

「　

申
請
人
住

所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

　

様
式
第
十
三
号
中 

を　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
帯
保
証
人
住

所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

　

」

「　

住
所

　
　

申
請
人

　

（ふ
り
が
な

）

　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

 

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中　
　
　
　
　
　

　
　

住
所

　
　

連
帯
保
証
人

　

（ふ
り
が
な

）

　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
又
は
名
称

�

　

」

「１
申
請
書
の
提
出
に
当
た
つ
て
は
，
申
請
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

。

」
を

「１
申
請
書
の
提
出
に
当
た
つ
て
は
，
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

。

　
　

�
申
請
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書

 

に
改
め
る
。　
　

　
　

�
暴
力
団
等
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書

 

」　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
一
号

　

公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

公
印
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
表
第
二
号
の
表
１
の
項
中

「

危
険
物
取
扱

者
免
状
用
消

防
設
備
士
免

状
用
職
業
訓

練
指
導
員
免

許
証
明
書
用

方
一
〇

 

宮 城 県

知 事 印

私
学
文
書

課

長

」
を

「

危
険
物
取
扱

者
免
状
用
消

防
設
備
士
免

状
用
職
業
訓

練
指
導
員
免

許
証
明
書
用

二
級
建
築
士

免
許
証
明
書

用
木
造
建
築

士
免
許
証
明

書
用

方
一
〇

方　

五

 

宮 城 県

知 事 印

 

宮 城 県

知 事 印

私
学
文
書

課

長

私
学
文
書

課

長

」
に
改
め
る
。
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